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園長の氏名・
職名

職　名 主幹
フリガナ シミズ　カオル

氏　　名 清水　薫

フリガナ シミズ　カオル

氏　　名 清水　薫

フリガナ ウエノハラシリツウエノハラコドモエン

施設名称 上野原市立上野原こども園

施設の連絡先 電話番号 0554 56 8350 FAX番号 0554 63 6010

施設の連絡先 電話番号 0554 56 8350 FAX番号 0554 63 6010

E-mail
アドレス kodomoen_uenohara@city.uenohara.lg.jp

フリガナ シミズ　カオル

氏　　名 清水　薫

フリガナ ウエノハラシリツウエノハラコドモエン

施設名称 上野原市立上野原こども園

施設の所在地
・連絡先

山梨県 上野原市上野原3195

園長の氏名・
職名

職　名 主幹

施設名称 上野原市立上野原こども園

郵便番号 409 0112

電話番号 0554 56 8350 FAX番号 0554 63 6010

法人の設立年月日 平成 17 2 13

事業所番号 1921251000077

フリガナ ウエノハラシリツウエノハラコドモエン

法人が実施している
事業名

E-mail
アドレス kosodate@city.uenohara.lg.jp

法人等の種別 公 法 人 所 轄 庁

フリガナ エグチ　ヒデオ

氏　　名 江口　英雄

主たる事務所の

所在地・連絡先

山梨県 上野原市上野原3832

代 表 者 の
職 名 ・ 氏 名

職
名
市長

フ リ ガ ナ ウエノハラシ

法 人 等 名 称 上野原市

郵便番号 409 0192

電話番号 0554 62 3115 FAX番号 0554 30 2041
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認定こども園(保育所型)

年 月 日 年 月 日

年 月 日

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

学級 （１学級当たり 人）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡ 室/ ㎡

㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人

㎡ ㎡/人

休園日
※夏季休園日○月○日～△月△日、
○○行事の振替休日○月第△曜日

のようにご記入下さい

1号

2号･3号

利　用　定　員

１号認定

２号認定

３号認定

職
員
の
状
況

職　種

配　置
職員数

開 所 時 間

１号

2号･
3号

敷地内 1338.16 11.15

施
設
設
備

園庭

312.2

１人当たりの面積 15.14 19.6 9.74 3.34 2.6

設置場所 全体の面積 満２歳以上児１人当たり面積

居室数／面積 2164.36 1 117.6 2 165.6 10 400.5 1

教育・保育従事者
1人当たりの園児数

6.2　 人（非常勤職員は常勤換算して算出）

常勤職員の労働時間 7.75 時間

設　備 園舎 乳児室 ほふく室 保育室 遊戯室

平均経験年数

学校医（嘱託医） 有 学校歯科医（嘱託医） 有 学校薬剤師 無

1

非常勤 11 6 11

常　勤 9 12 4 12

主任保育士 保育士 調理員 教諭 その他の職員

専　従 兼　務 専　従 兼　務 専　従 兼　務 専　従 兼　務 専　従 兼　務

２歳児 １歳児 ０歳児 合計

30 30 20 60

学 級 編 制

8 6 6 20

５歳児 ４歳児 ３歳児 合計

32 34 34 66

分

土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日から1月3日）

日曜日・祝日・年末年始（12月29日から1月3日）

５歳児 ４歳児 ３歳児 合計

日曜日 時 分 ～ 時

分

土曜日 7 時 00 分 ～ 19 時 00 分

平日 7 時 00 分 ～ 21 時 00

分

日曜日 時 分 ～ 時 分

土曜日 時 分 ～ 時

連携施設の名称（地
域型保育のみ）

平日 9 時 00 分 ～ 15 時 30 分

平成 29 3 24

認定年月日 平成 29 3 24

認可年月日 平成 29 3 24 確認年月日
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認定こども園(保育所型)

教育・保育の提供内容に
関する特色

・延長保育時間の拡張（７：００～２１：００）
・食育の推進（野菜栽培・クッキング）
・遊・食・寝の独立保育室
・自然の美しさに囲まれた環境のもと、園児の豊かな感性を育む

利用料
（実費徴収・上乗せ徴収）

○一時保育　月～土曜日　午前8時30分～午後4時30分（延長可能）
　　　　　　午前・午後とも　3歳未満児　1400円　3歳以上児　800円
　　　　　　延長30分あたり　3歳未満児   200円　3歳以上児　150円
　　　　　　傷害保険料　1年間　700円　食事代300円
○延長保育　保育標準時間　午前7時00分～7時30分　午後6時30分～午後9時00分
                                                （土曜日は午後7時00分まで）
　　　　　　保育短時間　　午前7時00分～8時30分　午後4時30分～午後9時00分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土曜日は午後7時00分まで）
　　　　　　対象児童　　　4月1日時点で1歳の誕生日を迎えている児童
　　　　　　　　　　　　　（午後7時00分以降は満3歳以上）
　　　　　　利用料　　　　30分毎100円（午後7時00分以降は30分毎300円・食事代400円）
○病後児保育　1日あたり4000円（4時間未満2000円）食事代等が別途負担になります。

窓口設置の有無 苦情内容記録の有無 市町村への報告の有無

有 有 有

苦情に対応する
窓口の状況

運営方針

（１）児童福祉法及び就学前の子供に関する教育、保育などの総合的な提供の推進
　　　に関する法律に基づき、乳児及び幼児の保育事業を行う。
（２）入園児童又はその保護者の国籍、信条、社会的身分または入園に要する費用
　　　を負担するか否かによって、差別的取り扱いをしない。
（３）保育、教育の理念
　　　○個の尊重　　　一人ひとりを大切にする
　　　○心の育成　　　愛、思いやりを育てる
　　　○知の育成　　　考える力を育てる
　　　○人間力の育成　健康で豊かな心を育てる

教育・保育の内容

・保育所保育指針及び幼稚園教育要領を踏まえ、保育及び教育の提供を行
う。
・一時保育事業、障害児保育事業、病後児保育事業等の提供。
・年齢に応じた食事、食物アレルギーに対応した食事の提供。

子育て支援の実施状況

・一時預かり事業
・延長保育事業
・子育て支援センター事業
・子育て相談事業
・障害児保育事業
・病後児保育事業
・関係機関（小学校や保健師等）との連携強化
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